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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した特定医療費（指定難

病）受給者証交付決定処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があっ

たので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求については、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）

が、難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「法」という。）

７条４項の規定に基づき、請求人に対し、令和６年７月２４日付けで

行った特定医療費（指定難病）受給者証交付決定処分（以下「本件処

分」という。）について、その取消しを求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下のことから、本件処分は違法・不当である

と主張している。 

入院初日令和６年３月５日に皮膚生検施行、○○の診断で入院であ

ることから、受給者証の有効期間の開始日が同月１８日であることは

違法・不当である。 

同年１０月１１日付けの診断書では、診断年月日が令和６年３月５

日となっていることから、本件受給者証の有効期間開始日をその日と

することを要望する。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

   以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５

条２項の規定を適用し、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 
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年 月 日 審議経過 

令和７年 １月２７日 諮問 

令和７年 ４月１５日 審議（第９９回第４部会） 

令和７年 ５月１３日 審議（第１００回第４部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め  

⑴ 特定医療費の支給について 

 法５条１項は、都道府県は、支給認定（法７条１項に規定するもの）

を受けた指定難病の患者が、支給認定の有効期間内において、都道府

県知事が指定する医療機関から指定難病に係る医療を受けたときは、

当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者に対し、当該医

療に要した費用について、特定医療費を支給すると規定している。 

  ⑵ 支給認定及び医療受給者証の交付等について 

ア 法６条１項は、支給認定を受けようとする指定難病の患者又はそ

の保護者は、厚生労働省令で定めるところ（法施行規則１２条及び

１４条）により、都道府県知事の定める医師（以下「指定医」とい

う。）の診断書を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなけれ

ばならない、とする。 

なお、法６条１項に規定する診断書の書式については、「指定難

病に係る臨床調査個人票について」（令和５年８月２９日付健難発

０８２９第１号厚生労働省健康局難病対策課長通知。地方自治法２

４５条の４第１項の規定に基づく技術的助言である。）に「臨床調

査個人票」が具体的に示されており、東京都においては、難病の患

者に対する医療等に関する法律施行細則（平成２６年東京都規則第

１９４号）３条２項１号の別記第２号様式に書式が定められている。 

法７条１項は、都道府県は、法６条１項の申請に係る指定難病の

患者が、法７条１項各号のいずれかに該当する場合であって特定医

療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとするとし、同

条４項は、同条１項の支給認定をしたときは、支給認定を受けた指

定難病の患者又はその保護者に対し、支給認定の有効期間、指定医

療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受
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給者証を交付しなければならないと規定している。 

イ 法７条５項は、支給認定について、同項１号及び２号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める日に遡ってその効力を生ずると定めて

おり、同項１号では、法６条１項で都道府県の定める指定医が指定

難病の患者の病状の程度が法７条１項１号の厚生労働大臣が定める

程度であると診断した年月日、又は当該支給認定の申請のあった日

から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間

前の日のいずれか遅い日としている。 

  そして法施行令３条１項は、法７条５項１号の政令で定める一定

の期間とは、一月とすることを定めている。 

  なお、平成２６年１０月２１日厚生労働省告示第３９３号では、

法７条１項１号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度は、

個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障がある

と医学的に判断される程度とするとしている。 

   ウ 「難病の患者に対する医療等に関する法律第７条第５項に基づく

特定医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて」（令和５年

８月２９日付健難発０８２９第２号。以下「課長通知」という。）

第２・１は、法７条５項の遡りについて、指定難病の患者又はその

保護者は申請書に「特定医療日の支給を開始することが適当と考え

られる年月日」を記載することとし、当該年月日が申請日から１か

月以上前の年月日となっている場合は、やむを得ない理由を申請書

のチェックボックスから選択することとし、それに伴う添付資料は

不要と定めている。 

     また、課長通知第２・２は、都道府県は申請書に記載された「特

定医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日」と課長

通知第１・２の方法により確認した支給認定の効力が生ずる日を踏

まえ、特定医療費の支給開始日を決定することと定めている。 

     都はこれに基づき、申請書に「臨床調査個人票記載の診断年月日」

欄を設け、患者に対し、当該事項を記載して提出することを求めて

いる。 

２ 本件処分についての検討 

これを本件処分についてみると、請求人は、令和６年４月５日に〇

〇市長を経由して、処分庁に対し、本件申請書を提出していることが

認められる。 
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処分庁は、本件申請書に基づき、請求人が特定医療費を受給する必

要があると判断し、支給開始日の検討を行ったところ、臨床調査個人

票の「皮膚の病理組織学的診断」欄の検査年月日に２０２４年（令和

６年）３月５日との記載があるものの、それは病状のみを診断した年

月日であり、支給要件とされる請求人の主治医が請求人の指定難病の

病状の程度を法７条１項１号の厚生労働大臣が定める程度に該当する

ものとして診断した日は、令和６年３月１８日であることから、同日

を有効期間の開始日とする受給者証を発行し、請求人に送付したもの

である。 

なお、受給者証の支給認定については、遡及して効力を生ずること

ができ、また、効力発生日は、病状の程度が、法７条１項１号の厚生

労働大臣が定める程度に該当するものと診断した年月日、又は当該支

給認定の申請のあった日から当該申請に通常要する期間を勘案して政

令で定める一定の期間である一月前の日のいずれか遅い日とされてい

る（１・⑵・イ）。 

そうすると、処分庁が、申請のあった日である令和６年４月５日を

支給開始日とはせずに、申請のあった日の一月前の日である「令和６

年３月５日」と請求人の病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であ

ると診断した年月日である「令和６年３月１８日」とを比較し、支給

開始日をいずれか遅い日である「令和６年３月１８日」に決定したこ

とは、妥当な判断である。 

よって、本件処分は法に基づき適法に行ったものであり、違法又は

不当な点は認められない。 

３ 請求人の主張について 

請求人は、第３のとおり、指定医である請求人の主治医が令和６年

３月５日に指定難病である「○○」と診断していることから同日を開

始日とするのが妥当であると主張している。 

しかし、令和６年３月５日に指定難病である○○で入院及び通院加

療を要する旨の診断がなされているものの、支給要件である指定難病

であってその病状の程度が厚生労働大臣が定める程度として、当該指

定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に

判断される程度（法７条１項１号及び平成２６年１０月２１日厚生労

働省告示第３９３号）であることを主治医によって診断されたのは、

本件申請書添付の臨床調査個人票及びそれに付随する主治医からの回
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答書面に記載された診断日（令和６年３月１８日）であるから、請求

人の主張には理由がない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性について 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

原道子、井上裕明、横田明美 


